
令和５年（2023年）８月時点 

 

伊丹市において、過去に利用実績のある民間施設について 

 

施設名 所在地 

一般社団法人 

さつきやま森の学び舎 
池田市西本町３－１ 

ＮＰＯ法人 星槎教育研究所 

大阪相談室 フリースクールいずみ 
大阪市北区大淀南１－10－20 

学校法人角川ドワンゴ学園 

Ｎ中等部 江坂キャンパス 

吹田市豊津町 14番地 12 

ダイトー江坂ビル６階 

中学校登校支援フリースクール 

八洲学園 中等部 

大阪市北区梅田１－３－１ 

大阪駅前第１ビル２階 

特定非営利活動法人トイボックス 

スマイルファクトリー 
池田市伏尾台２丁目 11 

Free School みらい 伊丹市野間２丁目７－41 

光の子どもクリスチャンスクール 川辺郡猪名川町若葉２－41 

第一学院中等部 神戸キャンパス 
神戸市中央区磯辺通４－１－38 

ザ・シティ神戸三宮ビル７階 

フリースクールここ淡路校【ういるも】 大阪市東淀川区菅原５－９－８ 

トライ式中学部 西宮北口キャンパス 
西宮市北昭和町３－18 

カサマドンナ V２・３階 

放課後等デイサービス 

わんダフル 

池田市住吉１－４－３ 

長沢マンション 101 

株式会社 プラスイノベーション 

フリースクール MIRAIZ 
尼崎市東難波町５丁目 17－23 

楽笑フリースクール 宝塚市寿町９－10 ２階 

                                         （順不同） 

  ※ 伊丹市では、施設自体を「指導要録上の出席扱い」ができる施設として認めるものではなく、 

児童生徒が通う民間施設における相談・指導が、当該児童生徒にとって適切であるかどうかについ 

て、学校が保護者、市教委事務局と十分に協議した上で、学校長が「指導要録上の出席扱い」を認 

めています。 

  ※ 詳細については、各学校または伊丹市教育委員会事務局学校指導課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 



【指導要録上の出席扱いまでの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

  「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン 

（令和２年３月〈令和４年１月更新〉兵庫県教育委員会）」 

   https://www.hyogo-c.ed.jp/~gimu-bo/10futoukou/pdf/02_minkanguideline.pdf 

保護者からの申し出 

市教委と学校との協議 

市教委と学校が施設の視察 

市教委と学校との協議で指導

要録上の出席扱いを許可 

校内での協議 

https://www.hyogo-c.ed.jp/~gimu-bo/10futoukou/pdf/02_minkanguideline.pdf

